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答答答答    申申申申 

１１１１    審査会審査会審査会審査会のののの結論結論結論結論 

福岡県警察本部長（以下「実施機関」という。）が、平成２４年９月２８日福警捜一第４

４４６号で行った公文書非開示決定（以下「本件決定」という。）は、妥当である。 

 

２２２２    審査請求審査請求審査請求審査請求にににに係係係係るるるる対象文書対象文書対象文書対象文書のののの開示決定状況開示決定状況開示決定状況開示決定状況 

審査請求に係る対象文書（以下「本件文書」という。）は、審査請求人の主張どおりに実

施機関が審査請求人の配偶者（以下「本件配偶者」という。）の検視又は見分を行ったとす

れば、実施機関が作成することとなる本件配偶者の死体検案書の謄本及び同書作成に係る決

議資料の全てである。 

実施機関は、本件文書については、その存否を答えるだけで、福岡県情報公開条例（平

成１３年福岡県条例第５号。以下「条例」という。）第７条第１項第１号（個人情報）及

び第６号（捜査等情報）に規定する非開示情報を開示することとなるとして、条例第９条

（公文書の存否に関する情報）の規定に基づき本件決定を行った。 

 

３３３３    審査請求審査請求審査請求審査請求のののの趣旨及趣旨及趣旨及趣旨及びびびび経過経過経過経過 

(1) (1) (1) (1) 審査請求審査請求審査請求審査請求のののの趣趣趣趣旨旨旨旨 

ア 実施機関が条例第７条第１項第１号及び第６号に該当するとして非開示とした文書の

開示を求める。    

イ 本件配偶者に関する「死体見分調書」、「遺体及び着衣を見分した記録」、「死因を

自殺と認定した報告書等」及び「科捜研における血液検査の検査結果の文書」の開示を

求める。 

        (2) (2) (2) (2) 審査請求審査請求審査請求審査請求のののの経経経経過過過過 

ア 審査請求人は、平成２４年９月１６日付けで、実施機関に対し、条例第６条第１項の規定に基

づき、本件文書の開示請求（以下「本件開示請求」という。）を行った。 

イ 実施機関は、平成２４年９月２８日付けで、本件決定を行い、その旨を審査請求人に通知した。 

ウ 審査請求人は、平成２４年１１月２６日付けで、本件決定を不服として、福岡県公安委員会に

対し、審査請求を行った。 

 

４４４４    審査請求審査請求審査請求審査請求人人人人のののの主張主張主張主張要旨要旨要旨要旨 

審査請求書及び意見書における審査請求人の主張を要約すると、次のとおりである。 

（1） 死体検案において、自殺による死亡とされたことについて、「死者の状況を明確にする

ため」、平成２４年８月２４日請求代理人が粕屋警察署で、自殺と判断した理由を尋ねた
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が、遺族側の認識と違うため、死体見分調書そのものの開示が必要となった。 

また、平成２４年１０月２日に面談した死体検案を行った医師は、自らの医師としての

所見からは自殺を説明できるものはなく、その判断については見分を行った司法警察員の

助言に従ったと言及した。 

(2)  本件の場合、死体検案書中の「自殺」の表記から争いが始まり、開示請求も平成２４年

９月２７日に行った本件死体検案に係る審査請求も、請求人側に、死体検案と死体見分の

処分権限の混同が見受けられるにもかかわらず、条例第６条第２項の請求書中の形式的不

備に係る補正の助言もなされていないが、非開示決定通知書中開示しない理由として、「特

定個人の死体検視・見分に関する情報は・・・」と表記し、開示請求人が死体検案におい

て、自殺による死亡であったとする助言の元となった資料の開示を求めていることを実施

機関は認識している。 

(3) 検視と死体検案は、密接に表裏をなした行為であり、本件の死因の種類を自殺としたこ

との根拠は、当該医師も実施機関も、死体見分調書の結果としている。 

(4) 実施機関からの教示が不足していること、及び審査請求書の「審査請求の趣旨」で、本

件請求の対象文書を明示していることから、本件死体見分調書、本件遺体及び着衣を見分

した記録並びに本件の死因を自殺と認定した報告書等について改めて開示請求を行う。 

(5) 平成２４年１０月２日の話合いにおいて、自殺の動機と方法を証する科学的根拠に欠け

ているのではとの問いに、採取した血液サンプルを科捜研で検査中であるとの回答があっ

たので、併せて当該血液検査結果の請求を行う。 

(6) 非開示理由とした、条例第７条第１項第１号（個人情報）は、本件の場合該当しない。 

本件個人情報は、本件配偶者の死亡原因を確認する根拠となるものであり、社会通念上、

夫である開示請求人自身の個人情報と見なし得るほど密接な関係にある情報ということが

できるので、開示請求人を第１号の開示請求権者と認めることに理由がある。 

愛知県警察本部に勤務していた警察官が独身寮屋上から落下した事件では、愛知県公安

委員会の諮問を受けた愛知県個人情報保護審議会が、同様の理由により親からの不開示決

定を取り消して改めて開示決定等をすべきである等の答申を行い、同公安委員会は、これ

を受けて不開示決定を取り消す旨の裁決を行った事例がある。 

(7)  本件において、警察署は、自殺による死亡と判断しており、将来犯罪捜査が開始される

具体的な可能性は認められず、本件死亡に関する将来の捜査に具体的な支障を生ずるおそ

れがあるとは認められないから、条例第７条第１項第６号の捜査等情報に当たることを理

由とした本件非開示決定には、相当の理由があるとは言えない。 

愛知県警察本部に勤務していた警察官が独身寮屋上から落下した事件（名古屋地裁平成

１９年（行ウ）第４７号）の判決においても、同様の理由が付されている。 
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５５５５    実施機関実施機関実施機関実施機関のののの説明要旨説明要旨説明要旨説明要旨 

実施機関が本件決定を行った理由を要約すると、次のとおりである。 

(1)  (1)  (1)  (1)  本件開示請求本件開示請求本件開示請求本件開示請求のののの対象対象対象対象についてについてについてについて    

        実施機関が検視又は見分を実施した場合には、医師が死体の検案を実施することとなる。

検案を行う医師は、死体の検案に際し、医師自身の医学的知識と、死体の外表所見の見分

結果等を判断要素として死体検案書を作成し、交付する義務を負うもので、作成者は医師

自身であり、実施機関は死体検案書を作成する権限を有しない。仮に、本件文書が存在す

るとすれば、実施機関が管理している検案を行った医師が作成した「死体検案書」の写し

であり、「検案書作成に係る決議資料」については、実施機関においては管理していない。 

(2)(2)(2)(2)    条例第条例第条例第条例第７７７７条第条第条第条第１１１１項第項第項第項第１１１１号該当性号該当性号該当性号該当性についてについてについてについて    

本件開示請求は、個人を特定した上でなされたものであり、また、本件文書は、特定の

個人について、実施機関による検視又は見分が実施された場合に医師が作成するものであ

り、当然に特定の個人が識別され得る情報であるから、条例第７条第１項第１号に該当す

る。 

(3)(3)(3)(3)    条例第条例第条例第条例第７７７７条第条第条第条第１１１１項第項第項第項第６６６６号該当性号該当性号該当性号該当性についてについてについてについて    

本件文書は、特定の個人について、実施機関による検視又は見分が実施された場合に医

師が作成するものであり、特定個人の死亡に関し、捜査に着手しているか否かを推測させ

得る情報が含まれており、これらの情報が開示された場合、捜査の密行性が失われ、場合

によっては、関係者による罪証隠滅の危険も生じ得るのであり、公にすることにより、犯

罪の捜査に支障を及ぼすおそれがある情報であるから、条例第７条第１項第６号に該当す

る。 

(4)(4)(4)(4)    条例第条例第条例第条例第９９９９条条条条についてについてについてについて    

本件文書が存在しているか否かを答えるだけで、条例第７条第１項第１号及び第６号に

規定する非開示情報を開示することとなるため、条例第９条の規定に基づき、本件文書の

存否を明らかにしないで開示請求を拒否したものである。 

 

６６６６    審査会審査会審査会審査会のののの判断判断判断判断 

(1)(1)(1)(1)    死体検案書死体検案書死体検案書死体検案書についてについてについてについて    

死体検案書は、診療継続中の患者以外の者が死亡した場合又は診療継続中の患者が診療

に係る傷病と関連しない原因により死亡した場合に、死体を検案した医師が作成するもの

である。 

また、死体検案書は、人間の死亡を医学的・法律的に証明するものであって、その作成

に当たっては、死亡に関する医学的、客観的な事実を正確に記入することとされている。

同書には、死亡者の氏名、住所、生年月日、年齢、死因、死因の種類等の情報が記載され
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る。 

医師法（昭和２３年法律第２０１号）第１９条第２項によれば、検案をした医師は、死

体検案書の交付の求めがあった場合には、正当の事由がなければ、これを拒んではならな

いとされている。 

戸籍法（昭和２２年法律第２２４号）第８６条の規定によれば、同法第８７条に定める

届出義務者は、死亡の事実を知った日から７日以内に、死亡診断書又は死体検案書を添付

して、死亡の届出をすることとされている。 

届出義務者は、検視規則（昭和３３年国家公安委員会規則第３号）又は死体取扱規則（昭

和３３年国家公安委員会規則第４号）の規定に基づく死体の検視又は見分が行われた場合

には、検視又は見分を行った警察署に死体検案書を提示し、検視済みの証明を受けた後、

届出を行っている。 

(2)(2)(2)(2)    死体見分調書死体見分調書死体見分調書死体見分調書等等等等についてについてについてについて    

警察官は、死亡が犯罪に起因するものであるか否かに応じて、検視規則又は死体取扱規

則の規定に従い、医師の立会いを求めて、検視又は見分を行い、検視調書又は死体見分調

書を作成するとともに、必要に応じて死体検視見分即報、変死体発見報告書、写真撮影報

告書及び血液の鑑定嘱託書等を作成する。これらの文書には、死亡者の氏名、住所及び職

業等並びに体格、顔色、死斑等の死体の諸現象、発見・見分時の死体の状況、死因及び死

亡前の行動、既往症、遺書の有無等の情報が記載される。 

(3)(3)(3)(3)    本件本件本件本件文書文書文書文書のののの存否応答拒否存否応答拒否存否応答拒否存否応答拒否についてについてについてについて    

条例第９条は、開示請求に対し、当該開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答

えるだけで、条例第７条第１項各号の非開示情報を開示することとなる場合には、実施機

関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができること

としている。 

本件開示請求は、特定の個人の氏名を挙げて、当該個人の死体検案書の謄本及び検案書

作成に係る決議資料の全ての開示を求めたものであり、実施機関は、条例第９条の規定に

より、条例第７条第１項第１号及び第６号の非開示情報が明らかになるとして、存否応答

拒否を行ったものである。 

したがって、本件文書の情報が、同号に規定する非開示情報に該当するかについて判断

する。 

アアアア    条例第条例第条例第条例第７７７７条第条第条第条第１１１１項第項第項第項第１１１１号該当性号該当性号該当性号該当性についてについてについてについて    

(ｱ) 条例第７条第１項第１号は、個人の尊厳の観点から、個人のプライバシーを最大限

に保護するため、特定の個人を識別することができることとなる情報が記載されている

公文書は非開示とすることを定めたものであり、「個人」には、生存する個人のほか、

死亡した個人も含まれる。 
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本件文書については、その存否を答えることで、特定の個人に係る検視又は見分の情

報の存在が明らかになるものであり、仮に本件文書が存在する場合、同文書の性質上、

検視又は見分の対象となった個人の氏名等のほか、同人が検視又は見分された事実や死

因等といった情報自体ないしそれらを推測させ得る情報が記録されているものと解さ

れ、それらの情報は、個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができる

ものであることから、本件文書の情報は、同号本文に該当する。 

また、当該情報は、例外的に開示することが認められる同号ただし書のいずれにも該

当しないことは明らかである。 

したがって、本件文書について、その存否を答えるだけで条例第７条第１項第１号に

規定する非開示情報を開示することとなるとして、条例第９条の規定に基づき本件文書

の存否を明らかにしないで本件開示請求を拒否した実施機関の決定は、妥当である。 

(ｲ) なお、審査請求人は、本件開示請求が死体見分に係る文書の開示請求を行ったもの

で、そのことは実施機関も認識しており、実施機関が必要な補正の助言を行わなかった

として、本件開示請求書に記載された死体検案書だけでなく、死体見分調書、遺体及び

着衣を見分した記録、死因を自殺と認定した報告書等並びに科捜研における血液検査の

検査結果の開示を求める旨主張している。 

しかしながら、仮にこれらの文書が本件開示請求に含まれるとしても、これらの文書

が存在するのであれば、検視又は見分の対象となった個人の氏名等のほか、特定の個人

が検視又は見分された事実や死因等といった情報自体ないしそれらを推測させ得る情

報が記録されているものと解されることから、条例第９条の規定により、存否応答拒否

を行った実施機関の決定が妥当であるとする当審査会の判断に影響を与えるものでは

ない。 

イイイイ    条例第条例第条例第条例第７７７７条第条第条第条第１１１１項第項第項第項第６６６６号該当性号該当性号該当性号該当性についてについてについてについて 

実施機関は、本件文書が条例第７条第１項第６号に該当するとしているが、上記ア(ｱ)

で既に判断したとおり、本件文書は同項第１号に該当するため、同項第６号該当性につ

いて重ねて判断しない。  

((((4444)))) 特定個人特定個人特定個人特定個人のののの配偶者配偶者配偶者配偶者からのからのからのからの開示請求開示請求開示請求開示請求についてについてについてについて 

審査請求人は、愛知県個人情報保護審議会答申第５４号や名古屋地裁平成１９年（行ウ）

第４７号判決を引用しながら、「社会通念上、本件配偶者の夫である開示請求人自身の個

人情報と見なし得るほど密接な関係にある情報ということができるので、本件開示請求人

を開示請求権者と認めることに理由がある」として、条例第７条第１項第１号非該当性を

主張している。 

しかしながら、審査請求人の引用する上記判決等は、個人情報保護条例に基づく自己情

報開示請求の事案であり、何人に対しても、請求の目的の如何を問わず公文書の開示請求
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を認める制度である情報公開制度においては、本人から自己に関する情報の開示請求があ

った場合にも、開示請求者が誰であるか等の個別事情は開示決定等の判断の際には考慮さ

れないものであるから、本件とは事案を異にするものであって、審査請求人の主張は採用

することができない。 

    ((((5555))))    審査請求人審査請求人審査請求人審査請求人のそののそののそののその他他他他のののの主張主張主張主張についてについてについてについて    

審査請求人は、その他種々主張しているが、当審査会は、実施機関の行った公文書の開

示決定等の妥当性について判断する機関であるため、当該主張は当審査会の判断を左右す

るものではない。 

 

以上の理由により、「１ 審査会の結論」のとおり判断する。 


